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【公報種別】実用新案法第１４条の２の規定による訂正明細書等の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成27年10月22日(2015.10.22)

【登録番号】実用新案登録第3191481号(U3191481)
【訂正の登録日】平成27年2月25日(2015.2.25)
【登録公報発行日】平成26年6月26日(2014.6.26)
【出願番号】実願2014-1270(U2014-1270)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｑ  50/10     (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｑ   50/10     １００　

【訂正書】
【提出日】平成26年12月26日(2014.12.26)
【訂正の目的】実用新案登録請求の範囲の減縮等
【訂正後の請求項の数】5
【訂正の内容】
【考案の名称】情報提供システム
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、切手等の表示媒体に表示された表示情報に関連付けられた関連情報をネット
ワークを介して提供する情報提供システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば郵便切手として、ユーザの希望するデザインを備えたオリジナルデザイン
の郵便切手が既に販売されている。
　このようなオリジナルデザインの郵便切手は、その表面に、例えばユーザが気に入った
写真や図柄等を切手の表面に印刷等により備えることにより構成されており、このような
郵便切手をハガキや封筒等の郵便物に貼付して、投函することによって、差出人であるユ
ーザは、受取人に対して個性をアピールすることができる。
【０００３】
　他方、ハガキや封筒等の郵便物の表面に、所謂二次元バーコード等の識別表示を付すこ
とにより、受取人に対して、希望する情報を提供することも既に行なわれている。
これにより、ユーザは、ハガキや封書等の郵便物を介して、受取人に対して、所望の情報
を提供することができる。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、オリジナルデザインの郵便切手を使用する場合、従来は写真や図柄等を
表示するのみであり、受取人に対して伝達できる情報は少ない。
　他方、ハガキや封筒等の表面に識別表示を付す場合には、この識別表示に関連付けて、
例えばネットワークを介して受取人に対して所望の情報を提供することができるが、提供
したい情報に関連付けた識別表示を、ハガキや封筒等に付す作業が必要となり、作業が煩
雑になってしまう。
【０００５】
　本考案は、以上の点に鑑み、郵便切手等の表示媒体に表示された表示情報に関連付けら
れた関連情報をネットワークを介して提供する情報提供システムを提供することを目的と
している。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的は、本考案によれば、表示媒体に備えられた表示情報に関連付けて管理センタ
ーで関連情報を登録しておき、この表示媒体の表示情報を端末機器のカメラ部で撮像して
、当該表示情報に含まれる表示媒体識別情報をネットワークを介して前記管理センターに
送信し、前記表示媒体識別情報に対応する関連情報を前記ネットワークを介して前記管理
センターから前記端末機器で受信して、前記端末機器の表示部に前記関連情報を表示させ
る、関連情報提供システムであって、前記端末装置が、前記カメラ部で撮像した表示情報
の画像から表示媒体識別情報を取り出して、前記ネットワークを介して前記管理センター
に送信する制御部を備えており、前記管理センターが、表示情報に関連付けられた関連情
報を記憶部に記憶しておき、前記端末機器から送られてきた表示媒体識別情報に基づいて
、当該表示媒体識別情報に関連付けられた関連情報を前記記憶部から呼び出して、この関
連情報をネットワークを介して前記端末機器に送信する情報提供システムにおいて、前記
表示媒体は、郵便切手シートであって、前記表示情報が、シート枠部に備えられているこ
とを特徴とする、情報提供システムにより達成される。
　この構成によれば、例えば複数枚の郵便切手が一体化されたシート状の所謂切手シート
を利用して、その郵便切手の外側領域を構成するシート枠部に、表示情報が備えられ、同
様にしてこのシート枠部の表示情報を端末機器のカメラ部で撮像することにより、管理セ
ンターから関連情報が得られるので、郵便切手自体のデザイン構成の制約にとらわれるこ
となく、自由なデザインの表示情報を備えることができる。                  
【０００７】
　上記構成によれば、例えばハガキ，封書，名刺，パンフレット等の差出人やこれらを運
営する運営側あるいはこれらの情報提供者が、表示媒体、例えば郵便切手，名刺，パンフ
レット等に備えられた写真，絵柄等の表示情報に関連する関連情報を管理センターの記憶
部に登録しておくことにより、差出人等が当該表示媒体を貼付したハガキ，封書，名刺，
パンフレット等を発送あるいは提供した場合に、これを受け取ったユーザが、自分の端末
機器で当該郵便物等に貼付された表示媒体を撮像することにより、この端末機器の制御部
が表示媒体の撮像画面から表示媒体識別情報を取り出して、ネットワークを介して管理セ
ンターに送信する。
　これを受けて、管理センターは、ユーザの端末機器から送られてきた表示媒体識別情報
に基づいて、この表示媒体識別情報に関連付けられた画像情報，動画情報等の関連情報を
記憶部から読み出して、ネットワークを介して当該端末機器に送信する。
そして、ユーザの端末機器は、送られてきた関連情報を表示部に表示する。
【０００８】
　これにより、ユーザは、自分の端末機器の表示部に表示される関連情報を見て、当該表
示媒体に備えられた表示情報に関連付けられた関連情報を視認して、当該表示媒体に関連
する各種情報を視覚的に得ることができる。
【０００９】
　本考案による情報提供システム、好ましくは、端末装置の表示部が、撮像した表示情報
の画像と共に、関連情報を表示することを特徴とする。
　この構成によれば、関連情報の元となる表示媒体の表示情報が関連情報と共に表示部に
表示されることによって、ユーザは、当該関連情報をより一層分かりやすく把握すること
ができる。
【００１０】
　本考案による情報提供システムは、好ましくは、関連情報が、当該表示情報に関連する
情報を提供するＷｅｂページ情報であって、端末装置が、管理センターから受信したＷｅ
ｂページ情報に基づいて、ネットワークを介して、当該Ｗｅｂページ情報に対応するＷｅ
ｂページのサイトにアクセスして、当該Ｗｅｂページを表示部に表示させることを特徴と
する。
　この構成によれば、表示媒体の表示情報に関連して、関連情報としてＷｅｂページ情報
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が登録されていることにより、端末装置は、管理センターから関連情報としてＷｅｂペー
ジ情報を受信したとき、このＷｅｂページ情報に基づいて、ネットワークを介して管理セ
ンターまたは他のサーバに対して、当該Ｗｅｂページ情報に対応するＷｅｂページのサイ
トにアクセスして、当該Ｗｅｂページを表示部に表示させることができる。これにより、
単に画像情報または動画情報だけでなく、表示媒体の表示情報に関連して、Ｗｅｂページ
として構成された多様な情報を得ることができる。
【考案の効果】
【００１１】
　このようにして、本考案によれば、郵便切手等の表示媒体に表示された表示情報に関連
付けられた関連情報をネットワークを介して提供する情報提供システムを提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
                  
【図１】本考案の情報提供システムの一実施形態の構成を示すブロック図である。
                  
【図２】図１の情報提供システムにおけるユーザの端末装置の構成を示すブロック図であ
る。
                  
【図３】図１の情報提供システムにおける管理センターの構成を示すブロック図である。
                  
【図４】図２の情報提供システムにおける端末装置の表示部に表示される入力案内情報を
示す図である。　
                  
【図５】図２の情報提供システムにおける端末装置の表示部に表示されるメニュー画面を
示す図である。
                  
【図６】図１の情報提供システムにおける情報提供作業を示すフローチャートである。
                
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面に示した実施形態に基づいて本考案を詳細に説明する。
図１は、本考案による情報提供のシステムの一実施形態の構成を示している。
図１に示すように、情報提供システム１０は、ユーザ１００と、表示媒体としての郵便切
手２００と、管理センター３００と、ネットワーク４００と、から構成されている。
　尚、図１においては、ユーザ１００及び郵便切手２００は、それぞれ一つだけ図示され
ているが、一つに限定されるものではない。
【００１４】
　ネットワーク４００は、管理センター３００とユーザ１００の端末装置１１０との間を
相互に接続するインターネット，アナログ及びデジタルの携帯電話を含む一般公衆回線網
あるいは専用回線網，公衆無線ＬＡＮ等のネットワーク、具体的には例えばＴＣＰ／ＩＰ
等の所定のプロトコル環境下のインターネット接続サービスを提供するネットワークであ
って、インターネット接続サービスを提供するものである。
【００１５】
　郵便切手２００は、例えば郵便事業者が発行する市販のものであって、差出人が郵便料
金分の郵便切手を郵便物となるハガキや封筒に貼付し、投函することによって、この郵便
物が受取人に配達される。
ここで、郵便切手２００は、その表面に、写真，図柄等の表示情報２１０が印刷等により
付されている。
　尚、郵便切手２００は、例えばユーザが気に入った写真，図柄等の表示情報２１０を表
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面に印刷等により備えた所謂オリジナルデザインの郵便切手でもよい。
【００１６】
　さらに、郵便切手２００は、その表示情報２１０に表示媒体識別情報２２０を含んでい
る。
　この表示媒体識別情報２２０は、見かけ上は写真，図柄等に紛れて視認されにくくなっ
ていてもよく、また写真，図柄中に明示されていてもよい。
　また、表示媒体識別情報２２０は、表示情報２１０自体であってもよい。
【００１７】
　ユーザ１００は、端末装置１１０により、差出人５００により投函された郵便物２０１
を受け取ったとき、この郵便物２０１に貼付された郵便切手２００に関して、その表示情
報２１０に関連付けられた関連情報（後述）の提供を管理センター３００から受けようと
する者であって、ネットワーク４００を介して管理センター３００にアクセスし、管理セ
ンター３００が提供する関連情報を受け取ることができる。
　また、ユーザ１００は、管理センター３００にアクセスするための端末装置として、パ
ーソナルコンピュータや、携帯電話機，ＰＨＳ，タブレット，ＰＤＡ，スマートフォンを
含む各種情報端末機器や管理センターアクセス専用端末等の端末装置１１０を使用するこ
とができる。以下の説明では、端末装置としてスマートフォンを使用する場合について説
明する。
【００１８】
　ここで、端末装置１１０は、図２に示すように、郵便物２０１に貼付された郵便切手２
００を撮像することができるカメラ部１２０を備えている。
　このカメラ部１２０は、端末装置１１０に対して例えばＵＳＢ接続等により外部接続さ
れるものでもよく、また端末装置１１０自体に内蔵されていてもよい。
　これにより、ユーザ１００が端末装置１１０のカメラ部１２０を郵便切手２００に向け
ることにより、カメラ部１２０は、郵便切手２００を撮像し、郵便切手２００の撮像画面
１２１を作成する。
【００１９】
　そして、端末装置１１０は、図２に示すように、カメラ部１２０が撮像した郵便切手２
００の撮像画面１２１を、その表示部１３０の画面上に表示すると共に、当該撮像画面１
２１を制御部１４０により画面解析して、郵便切手２００の表示情報２１０に含まれる表
示媒体識別情報２２０を取り出す。
　さらに、端末装置１１０は、取り出した表示媒体識別情報２２０を、ネットワーク４０
０を介して、管理センター３００に送信する。
　また、端末装置１１０は、管理センター３００からネットワーク４００を介して送られ
てくる関連情報３３１（後述）を受け取って、この関連情報３３１を表示部１３０の画面
上に表示する。
【００２０】
　ここで、端末装置１１０における上述した撮像画面１２１及び関連情報３３１の表示部
１３０への表示、撮像画面１２１からの表示媒体識別情報２２０の取り出し、そして表示
媒体識別情報２２０の管理センター３００への送信及び管理センター３００からの関連情
報３３１の受信は、端末装置１１０の制御部１４０で作動するプログラムにより実行され
る。
　このプログラムは、例えば管理センター３００側から提供される本情報提供システム１
０のための専用プログラム（アプリ）であっても、また端末装置１１０に前もって登録さ
れているプログラムであってもよい。
　そして、このプログラムが起動されると、端末装置１１０の制御部１４０は、その表示
部１３０の画面上に、カメラ部１２０の撮像画面１２１と共に、入力案内情報１１１を表
示する。
【００２１】
　この入力案内情報１１１は、上記プログラムに組み込まれていてもよく、またプログラ
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ム起動時に、管理センター３００にアクセスして、管理センター３００から受信してもよ
い。
　入力案内情報１１１は、例えば図４に示すように、ユーザ１００に対して、カメラ部１
２０を郵便切手２００上にかざして、当該郵便切手２００の撮像を促す表示１１３ａと、
郵便切手２００の位置決め枠の表示１１３ｂと、を備えている。
【００２２】
　そして、端末装置１１０の制御部１４０が、カメラ部１２０による撮像画面１２１を解
析して、郵便切手２００の表示情報２１０を認識すると、制御部１４０は、郵便切手２０
０の表示情報２１０から表示媒体識別情報２２０を取り出して、この表示媒体識別情報２
２０をネットワーク４００を介して管理センター３００に送信する。
　また、管理センター３００から関連情報３３１が送られてくると、端末装置１１０の制
御部１４０は、当該関連情報３３１を表示部１３０の画面上に表示する。
【００２３】
　管理センター３００は、図３に示すように、適宜の箇所に設けられたワークステーショ
ン，サーバ等の情報処理装置から構成されており、送受信部３１０と、処理部３２０と、
記憶部３３０と、を有している。
　尚、管理センター３００での処理は、プログラムに制御されたサーバ，ワークステーシ
ョン等のコンピュータにより実行され、記録媒体としては、例えば磁気ディスク，半導体
メモリ，その他の任意のコンピュータで読み取り可能なものが使用される。また、記録媒
体に記録されたプログラムは、記録媒体を直接コンピュータに装着して当該コンピュータ
に読み込ませてもよく、また各種ネットワークを介してコンピュータに読み込ませるよう
にしてもよい。
【００２４】
　管理センター３００の送受信部３１０は、ユーザ１００の端末装置１１０からネットワ
ーク３００を介して送られてくる表示媒体識別情報２２０を受信して、処理部３２０に送
出する。
　また、送受信部３１０は、処理部３２０から送られてくる関連情報３３１を、ネットワ
ーク３００を介して、ユーザ１００の端末装置１１０に送信する。
【００２５】
　管理センター３００の処理部３２０は、管理センター３００の送受信部３１０から表示
媒体識別情報２２０を受け取ったとき、この表示媒体識別情報２２０に基づいて、記憶部
３３０に登録されている関連情報３３１のデータベースを検索して、当該表示媒体識別情
報２２０に関連付けられた関連情報３３１を読み出す。
　そして、管理センター３００の処理部３２０は、この関連情報３３１を送受信部３１０
からネットワーク４００を介してユーザ１００の端末装置１１０に送信する。
　尚、関連情報３３１は、前もって表示媒体識別情報２２０に関連付けてデータベース化
され、記憶部３３０に登録されている。これにより、表示媒体識別情報２２０に基づいて
、対応する関連情報３３１が検索され、取り出されるようになっている。
【００２６】
　より詳細には、関連情報３３１は、表示媒体識別情報２２０に対応するメニュー画面３
３２，動画情報３３３及びＷｅｂページ情報３３４から構成されている。
　メニュー画面３３２は、図５に示すように、例えば表示媒体識別情報２２０に関連する
静止画（図示の場合、山鉾の３Ｄ画面３３２ａと、画面表示による動画選択ボタン３３２
ｂ，Ｗｅｂ選択ボタン３３２ｃ及びリセットボタン３３２ｄから構成されている。これら
のボタン３３２ｂ～３３２ｄは、端末装置１１０の表示部１３０がタッチパネルとして構
成されていることを利用したものであり、タッチパネルでない場合には、マウスカーソル
や、キーボード等のキーを利用することも可能である。
【００２７】
　そして、メニュー画面３３２が表示されている状態で、動画選択ボタン３３２ｂがタッ
チ操作されると、端末装置１１０の制御部１４０は、動画情報要求信号１４１をネットワ
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ーク４００を介して管理センター３００に送信し、管理センター３００から送られてくる
動画情報３３３を受信して、当該動画情報３３３による動画を表示部１３０の画面上に再
生する。
　ここで、動画が終了すると、端末装置１１０の制御部１４０は、表示部１３０の画面上
に再びメニュー画面３３２を表示する。
【００２８】
　また、メニュー画面３３２が表示されている状態で、Ｗｅｂ選択ボタン３３２ｃがタッ
チ操作されると、端末装置１１０の制御部１４０は、Ｗｅｂページ情報要求信号１４２を
ネットワーク４００を介して管理センター３００に送信し、管理センター３００から送ら
れてくるＷｅｂページ情報３３４を受信する。
　これにより、端末装置１１０の制御部１４０は、受信したＷｅｂページ情報３３４に基
づいて、ネットワーク４００を介して、管理センター３００または他のサーバが提供する
Ｗｅｂページにアクセスして、当該Ｗｅｂページが提供する各種サービスを受けることが
できる。
【００２９】
　さらに、メニュー画面３３２が表示されている状態で、リセットボタン３３２ｄがタッ
チ操作されると、端末装置１１０の制御部１４０は、管理センター３００へのアクセスを
切断し、本プログラムを終了すると共に、表示部１２０の画面上に待機画面等を表示し、
あるいは表示を中止する。
【００３０】
　即ち、管理センター３００の処理部３２０は、関連情報３３１に関して、端末装置１１
０から表示媒体識別情報２２０を受け取ったときには、関連情報３３１のうちメニュー画
面３３２のみをネットワーク４００を介して端末装置１１０に送信し、その後、端末装置
１１０から動画情報要求信号１４１を受け取ったとき、動画情報３３３をネットワーク４
００を介して端末装置１１０に送信する。
　また、管理センター３００の処理部３２０は、端末装置１１０からＷｅｂページ情報要
求信号１４２を受け取ったとき、Ｗｅｂページ情報３３４をネットワーク４００を介して
端末装置１１０に送信する。
【００３１】
　本考案実施形態による情報提供システム１０は、以上のように構成されており、その動
作について図６を参照して説明する。
【００３２】
　図６は、本考案実施形態による情報提供システム１０における情報提供作業を示してい
る。
　図６において、ユーザ１００は、符号Ａ１で示すように、端末装置１１０を操作して、
情報提供のためのプログラムを起動すると、端末装置１１０の制御部１４０は、符号Ａ２
で示すように、表示部１４０入力案内情報１１１を表示する。
　これにより、ユーザ１００は、符号Ａ３で示すように、端末装置１１０の表示部１３０
の画面を見ながら、位置決め表示枠の表示１１３ｂで示される枠内に、撮像画面１２１の
郵便切手２００の画像が収まるように調整する。
【００３３】
　この状態において、端末装置１１０の制御部１４０は、符号Ａ４で示すように、カメラ
部１２０からの撮像画面１２１を解析して、郵便切手２００の表示情報２１０を認識する
。
　これにより、端末装置１１０の制御部１４０は、符号Ａ５で示すように、表示情報２１
０から表示媒体識別情報２２０を取り出して、符号Ａ６で示すように、この表示媒体識別
情報２２０をネットワーク４００を介して管理センター３００に送信する。
【００３４】
　これを受けて、管理センター３００の送受信部３１０は、符号Ａ７で示すように、受信
した表示媒体識別情報２２０を処理部３２０に送出する。



(7) JP 3191481 U7 2015.10.22

10

20

30

40

50

　これにより、管理センター３００の処理部３２０は、符号Ａ８で示すように、送受信部
３１０から送られてきた表示媒体識別情報２２０に基づいて、記憶部３３０に登録されて
いる関連情報３３１のデータベースを検索し、当該表示媒体識別情報２２０に関連付けら
れた関連情報３３１を読み出して、符号Ａ９で示すように、関連情報３３１のうち、メニ
ュー画面３３２のみをネットワーク４００を介して端末装置１１０に送信する。そして、
端末装置１１０の制御部１４０は、符号Ａ１０で示すように、管理センター３００から送
られてきた関連情報３３１のメニュー画面３３２を表示部１３０の画面上に表示して、ユ
ーザ１００の操作を待つ。
【００３５】
　ここで、符号Ａ１１で示すように、ユーザ１００が端末装置１１０の表示部１３０に表
示されているメニュー画面３３２の動画選択ボタン３３２ｂを操作すると、端末装置１１
０の制御部１４０は、符号Ａ１２で示すように、動画情報要求信号１４１をネットワーク
４００を介して管理センター３００に送信する。
　これを受けて、管理センター３００の送受信部３１０は、符号Ａ１３で示すように、受
信した動画情報要求信号１４１を処理部３２０に送出する。
　これにより、管理センター３００の処理部３２０は、符号Ａ１４で示すように、既に読
み出してある関連情報３３１のうち、動画情報３３３をネットワーク４００を介して端末
装置１１０に送信する。
　そして、端末装置１１０の制御部１４０は、符号Ａ１５で示すように、メニュー画面３
３２を消して、表示部１２０の画面上に動画情報３３３による動画を再生する。
　続いて、端末装置１１０の制御部１４０は、動画情報３３３による動画の再生が終わる
と、符号Ａ１６で示すように、再び表示部１２０の画面上にメニュー画面３３２を表示し
て、ユーザ１００による操作を待つ。
【００３６】
　また、符号Ａ１０で示すメニュー画面３３２が表示された状態で、符号Ａ１７で示すよ
うに、ユーザ１００が端末装置１１０の表示部１３０に表示されているメニュー画面３３
２のＷｅｂ選択ボタン３３２ｃを操作すると、端末装置１１０の制御部１４０は、符号Ａ
１８で示すように、Ｗｅｂページ情報要求信号１４２をネットワーク４００を介して管理
センター３００に送信する。
　これを受けて、管理センター３００の送受信部３１０は、符号Ａ１９で示すように、受
信したＷｅｂページ情報要求信号１４２を処理部３２０に送出する。
　これにより、管理センター３００の処理部３２０は、符号Ａ２０で示すように、既に読
み出してある関連情報３３１のうち、Ｗｅｂページ情報３３４をネットワーク４００を介
して端末装置１１０に送信する。
　そして、端末装置１１０の制御部１４０は、符号Ａ２１で示すように、メニュー画面３
３２を消して、受信したＷｅｂページ情報３３４に基づいて、ネットワーク４００を介し
て、管理センター３００または他のサーバが提供するＷｅｂページにアクセスし、Ｗｅｂ
ページを表示部１２０の画面上に表示する。
　これにより、ユーザ１００は、符号Ａ２２で示すように、端末装置１１０の画面上に、
そのＷｅｂページを表示させ、当該Ｗｅｂページが提供する各種サービスを受けることが
できる。
　その後、符号Ａ２３で示すように、ユーザ１００が端末装置１１０の表示部１２０の画
面上で、Ｗｅｂページの表示を終了させると、端末装置１１０の制御部１４０は、符号Ａ
２４で示すように、表示部１２０上のＷｅｂページ画面を消して、再びメニュー画面３３
２を表示して、ユーザ１００による操作を待つ。
【００３７】
　これに対して、符号Ａ１０で示すメニュー画面３３２が表示された状態で、符号Ａ２５
で示すように、ユーザ１００が端末装置１１０の表示部１３０に表示されているメニュー
画面３３２のリセットボタンボタン３３２ｄを操作すると、端末装置１１０の制御部１４
０は、符号Ａ２６で示すように、管理センター３００へのアクセスを切断し、本プログラ
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ムを終了して、符号Ａ２７で示すように、本プログラム起動前と同様の待機画面等を表示
部１２０の画面上に表示する。
　以上で、情報提供の作業が完了する。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本考案はその趣旨を逸脱しない範囲において様々な形態で実施することができる。
　例えば、上述した情報提供システム１０においては、ユーザ１００の端末装置１１０と
して、スマートフォンを使用した場合について説明したが、これに限らず、タッチパネル
を採用したタブレット，ノートパソコン，ＰＤＡ等を含む携帯端末装置や、タッチパネル
を備えていない携帯電話機，ノートパソコン，デスクトップパソコン等も端末装置１１０
として使用することが可能である。
　また、上述した情報提供システム１０においては、関連情報３３１として、初期画面で
あるメニュー画面３３２の他に、動画情報３３３及びＷｅｂぺージ情報３３４を含んでい
るが、これに限らず、静止画情報あるいは音楽情報を含んでいてもよい。
さらに、上述した情報提供システム１０においては、関連情報３３２のうち、Ｗｅｂペー
ジ情報３３４が、管理センター３００で提供するＷｅｂページを参照するように設定され
ているが、これに限らず、管理センター３００の管理者以外の第三者が提供するＷｅｂペ
ージを参照するＷｅｂページ情報３３４であってもよい。
　また、提供する情報の中に、通信販売の機能を持たせたり、宿泊施設の予約機能等を盛
り込んだりすれば、新たなビジネスチャンスが生まれるきっかけともなる。
　また、上記の例では、表示媒体をハガキや封書に添付される郵便切手を例にして説明し
たが、これに限られるものではなく、例えば、名刺、パンフレット、写真集、画集等あら
ゆる表示媒体でもよい。この場合、それらに備えられた写真，絵柄等の表示情報に基づき
関連情報が提供される構成としても良い。
【００３９】
　以上のように、本考案によれば、郵便切手等の表示媒体に表示された表示情報に関連付
けられた関連情報をネットワークを介して提供することができる極めて優れた情報提供シ
ステムが提供されることになる。
【符号の説明】
【００４０】
　１０　　情報提供システム
　１００　　ユーザ
　１１０　　端末機器
　１２０　　カメラ部
　１２１　　撮像画面
　１３０　　表示部
　１４０　　処理部
　１４１　　動画情報要求信号
　１４２　　Ｗｅｂページ情報要求信号
　２００　　郵便切手
　２０１　　郵便物
　２１０　　表示情報
　２２０　　表示媒体識別情報
　３００　　管理センター
　３１０　　送受信部
　３２０　　記憶部
　３３０　　処理部
　３３１　　関連情報
　３３２　　メニュー画面
　３３３　　動画情報
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　３３４　　Ｗｅｂページ情報
　４００　　ネットワーク
　５００　　差出人　　　
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　表示媒体に備えられた表示情報に関連付けて管理センターで関連情報を登録しておき、
この表示媒体の表示情報を端末機器のカメラ部で撮像して、当該表示情報に含まれる表示
媒体識別情報をネットワークを介して前記管理センターに送信し、前記表示媒体識別情報
に対応する関連情報を前記ネットワークを介して前記管理センターから前記端末機器で受
信して、前記端末機器の表示部に前記関連情報を表示させる、関連情報提供システムであ
って、
　前記端末装置が、前記カメラ部で撮像した表示情報の画像から表示媒体識別情報を取り
出して、前記ネットワークを介して前記管理センターに送信する制御部を備えており、前
記管理センターが、表示情報に関連付けられた関連情報を記憶部に記憶しておき、前記端
末機器から送られてきた表示媒体識別情報に基づいて、当該表示媒体識別情報に関連付け
られた関連情報を前記記憶部から呼び出して、この関連情報をネットワークを介して前記
端末機器に送信する情報提供システムにおいて、                  
　前記表示媒体は、郵便切手シートであって、前記表示情報が、シート枠部に備えられて
いることを特徴とする、情報提供システム。                
【請求項２】
前記関連情報が、表示情報に関連する画像情報であることを特徴とする、請求項１に記載
の情報提供システム。
【請求項３】
前記関連情報が、表示情報に関連する動画情報であることを特徴とする、請求項１に記載
の情報提供システム。
【請求項４】
前記端末装置の表示部が、撮像した表紙情報の画像と共に、前記関連情報を表示すること
を特徴とする、請求項１から３の何れかに記載の情報提供システム。
【請求項５】
前記関連情報が、当該表示情報に関連する情報を提供するＷｅｂページ情報であって、前
記端末装置が、管理センターから受信したＷｅｂページ情報に基づいて、ネットワークを
介して、当該Ｗｅｂページ情報に対応するＷｅｂページのサイトにアクセスして、当該Ｗ
ｅｂページを表示部に表示させることを特徴とする、請求項５に記載の情報提供システム
。
【手続補正書】
【提出日】平成27年2月13日(2015.2.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】訂正明細書
【補正対象項目名】実用新案登録請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　表示媒体に備えられた表示情報に関連付けて管理センターで関連情報を登録しておき、
この表示媒体の表示情報を端末機器のカメラ部で撮像して、当該表示情報に含まれる表示
媒体識別情報をネットワークを介して前記管理センターに送信し、前記表示媒体識別情報
に対応する関連情報を前記ネットワークを介して前記管理センターから前記端末機器で受
信して、前記端末機器の表示部に前記関連情報を表示させる、関連情報提供システムであ
って、
　前記端末装置が、前記カメラ部で撮像した表示情報の画像から表示媒体識別情報を取り
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出して、前記ネットワークを介して前記管理センターに送信する制御部を備えており、前
記管理センターが、表示情報に関連付けられた関連情報を記憶部に記憶しておき、前記端
末機器から送られてきた表示媒体識別情報に基づいて、当該表示媒体識別情報に関連付け
られた関連情報を前記記憶部から呼び出して、この関連情報をネットワークを介して前記
端末機器に送信する情報提供システムにおいて、
　前記表示媒体は、郵便切手シートであって、前記表示情報が、シート枠部に備えられて
いることを特徴とする、情報提供システム。
【請求項２】
　前記関連情報が、表示情報に関連する画像情報であることを特徴とする、請求項１に記
載の情報提供システム。
【請求項３】
　前記関連情報が、表示情報に関連する動画情報であることを特徴とする、請求項１に記
載の情報提供システム。
【請求項４】
　前記端末装置の表示部が、撮像した表紙情報の画像と共に、前記関連情報を表示するこ
とを特徴とする、請求項１から３の何れかに記載の情報提供システム。
【請求項５】
　前記関連情報が、当該表示情報に関連する情報を提供するＷｅｂページ情報であって、
　前記端末装置が、管理センターから受信したＷｅｂページ情報に基づいて、ネットワー
クを介して、当該Ｗｅｂページ情報に対応するＷｅｂページのサイトにアクセスして、当
該Ｗｅｂページを表示部に表示させることを特徴とする、請求項１に記載の情報提供シス
テム。
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